
第
二
条
中
「
二
万
千
六
百
六
十
六
人
」
を
「
二
万
千
五
百
四
十
人
」
に
改
め
る
、

裁
判
所
職
員
定
員
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

則
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要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

裁
判
所
の
事
務
を
合
理
化
し
、
及
び
効
率
化
す
る
こ
と
等
に
伴
い
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
減
少
す
る
必

理
由
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○
裁
判
所
職
員
定
員
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）

第
二
条

裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
（
執
行
官
、

非
常
勤
職
員
、
二
箇
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用

さ
れ
る
者
及
び
休
職
者
を
除
く
。
）
の
員
数
は
、
二

万
千
五
百
四
十
人
と
す
る
。
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す
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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の概要

法 務 省

1 改正の必要性及び趣旨

裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、裁判官以外

の裁判所の職員の員数を減少する必要がある。

2 法律案の内容

家庭事件処理の充実強化を図るため、家庭裁判所調査官を10人、ワ

ークライフバランス推進を図るため、裁判所事務官を2人それぞれ増員

するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化す

ること等に伴い、技能労務職員等を138人減員し、以上の増減を通じ

て、裁判官以外の裁判所の職員の員数を126人減少しようとするも

の。

3 施行期日

令和8年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

-1-



裁判官以外の裁判所の職員の定員の増減員

■

■
函 口 ｜

’

+飴
〆日 員 減 員

由 員数 由理 員数理

家庭裁

判所調

査官

家庭事件処理の充実

強化
10 10

録音反訳方式の導入

による逐語録作成事務

の効率化

裁判所

速記官

I

-10 -10

裁判所

事務官

ワークライフバラン

ス推進
事務処理の合理化2 -38 -36

技能労

務職員

庁舎管理業務の合理
-18 -18

化

充員状況を踏まえた

定員の見直し
医療職 -72 -72

■
|~~－

‐126Ⅱ2 -138

－2－



裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の施行日について

1 裁判所職員の定員には、裁判所職員定員法において定められる定員（以

下「法律定員」という。）と一般会計予算において定められる定員（以下

「予算定員」という。）とがあるが、両者は、いずれも、裁判所の事務を遂

行するために必要な職員の員数という観点から定められるものであるか

ら、基本的に一致すべきものであり、裁判所職員定員法の一部を改正する

法律案（以下「改正法案」という。）の施行日については、会計年度の初日

である4月1日とすることが望ましい。

2 また、平成22年度までは、判事補から判事となる者の判事任官日が毎

年4月初旬であったことから、改正法案の成立が4 月以降にずれ込むと、

判事への任官の一部抑制や人事異動の凍結といった深刻な事態を招来し、

裁判の運営そのものに重大な支障を来すことを理由に、改正法案を日切れ

扱いとして4月1日を施行日とする形での法改正を行ってきた。

しかし、平成11年度に実施された司法修習制度の変更（司法修習53

期以降は、修習期間が約2年から約1年6か月に短縮された。）により、平

成23年度からは、判事補から判事となる者の判事任官時期が10月以降

となったため（注）、改正法案の成立が4月以降にずれ込んだとしても、直

ちに上記のような裁判の運営に重大な支障を生じることにはならないこ

とから、平成23年以降、改正法案を日切れ扱いにしないこととしたもの

である。

3 もつとも、法律定員と予算定員をなるべく一致させるべきであることは、

前記1のとおりであって、仮に改正法案の成立が4月以降にずれ込んだと

しても、可及的に近付けるべきであることに変わりはない。

4 以上のことから、平成23年以降、改正法案については、その施行日を

「4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日」と定めている。

－3－
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別紙1

民事訴訟事件（地方裁半||所）
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４
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別紙2

刑事訴訟事件（地方裁判所）
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別紙3

家事事件（家庭裁半l1所）
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別紙4

少ｲ|里保護事件（家庭裁判所）
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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

用例集

本則関係

「第二条中「二万千六百六十六人」を「二万千五百四十人」に改める。

」の例………………･…………･･……………………………………1ペ､一ジ

附則関係

「この法律は、令和八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅

い日から施行する。」の例………･…………･…………………….1ページ

理由|苗|係

「裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、裁判官以外

の裁判所の職員の員数を減少する必要がある。これが、この法律案を提

出する理由である。」 の例…………………………………………1ページ

令和七年十二月

法務省大臣官房司法法制部
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十

三
人
」

令
和

八
年

四
月

に
改

め
る
。

関
係部
を
改

正
す

る
法
律

（
令

日
又

は
こ

の

を

を弓

二

万

「
｜
’

○
裁
判
所
職
員
定
員
法

の

③
「
裁

判
所

の
事

務
を
合

理
化
し
、

及
び
効
率

化
す

る
こ
と
等

に
伴

い
、

裁
判
官

以
外

の
裁

判
所

の
職

員
の
員
数

を
減

少
す

る
必

要
が

あ
る

。
こ
れ
が
、

｜
」
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由

で
あ
る
。
」

の
例

○
裁
判
所
職
員
定
員
法

の

一

部
を
改

正
す

る
法
律

（
令

【
「
理
由
」

関
係
】

成
七
年
法
律
第

二
十

九
号
）

令
和

七
年

和
七
年
法
律
第

二
十

三
号
）

口す
る
。

る
こ

と
に
伴

い

の
法

律
案
を
提
出
す

る
理
由

で
あ

る

の
員

数
を
減

少
す

る
必
要

が
あ

る

法
律

の
公
布

の
日

の
い
ず

れ
か
遅

い
日

か
ら
施

行

裁
判

所
の
事
務

を
合

理
化

し

こ
の
法

律
は

第
二

百
十

七
回
国
会
提
出
合
本

裁
判

官
以
外

の
裁
判

所
の
職
員

令
和

七
年

四
月

部
を
改

正
す

る
法
律

（
平

及
び
効
率

化
す

■
一

、
Ｏ
Ｕ

寺
、
母

こ
‐
才

，
刀

日
又

は
こ

の云
一

’



由
で
あ

る

下
級
裁

判
所

に
お
け

る
事

件
の
適

正
迅
速

な
処

理
を

図
る
等

の
た

め
、

判
事
補

の
定

員
及

び
裁

判

官
以
外

の
裁

判
所

の
職

員
の
定

員
を
改

め
る

必
要

が
あ

る

平
成

七
年

こ
れ

が

第
百

三
十

二
回
国
会
提
出
合
本

こ
の
法
律
案

を
提

出
す

る
理

2


